
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
八
一

○
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二
八
一

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
よ
り
要
措
置
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
件

二
八
一

○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
指
定
区
域
を
指
定
す

る
件

二
八
二

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
件

二
八
二

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
二
件

二
八
二

公

告

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

二
八
三

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

二
八
三

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
八
四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

二
八
四

福
島
県
議
会

○
福
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
に
よ
り
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
公
表
す
る

件

二
八
五

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件

二
八
六

規

則

福
島
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
四
十
六
号

福
島
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
一
の
１
の
㈠
中
「
二
二
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
二
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一

の
１
の
㈢
中
「
一
六
、
七
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈣
中
「
一

三
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈥
中
「
二
六
、
九
〇
〇
円
」

を
「
二
八
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈦
中
「
二
五
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
六
、
五
〇

〇
円
」
に
改
め
、
同
表
の
一
の
１
の
㈧
中
「
二
五
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
六
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
災
害
対
策
課
）

福
島
県
規
則
第
四
十
七
号

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
島
県
規
則
第
百
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
及
び
額
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
四
条
第
二
項
中
「
及
び
入
学
料
免
除
申
請
書
」
を
削
り
、
「
書
類
を
」
の
下
に
「
、
入
学
料
免

除
申
請
書
に
は
、
前
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
同
項

第
二
号
に
該
当
す
る
者
に
あ
つ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
を
」
を
加
え
、
「
前
条
第
二
項
第
一
号
又

は
第
二
号
」
を
「
同
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
、
「
次
に
掲
げ
る
書
類
」
の
下
に
「
を
」
を
加
え
、

「
同
項
第
三
号
」
を
「
同
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
又
は
」
を
「
、
」
に
、
「
若
し
く

は
第
二
号
」
を
「
又
は
同
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「
（半

額

）
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
産
業
人
材
育
成
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該

汚
染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
の
指
定
を
次

の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

───────────────────────────────────────────────────────────
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一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
大
平
百
五
十
番
四
、
百
五
十
番
五
、
百
五
十
番
二
十
三
及
び
百

五
十
番
三
十
四
の
各
一
部

二

指
定
を
解
除
す
る
区
域
に
お
い
て
土
壌
の
汚
染
状
態
が
土
壌
溶
出
量
基
準
（
土
壌
汚
染
対
策
法
施

行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
土
壌
含
有
量
基
準
（
同
条
第
二
項
の
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た

特
定
有
害
物
質
（
土
壌
汚
染
対
策
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
有
害
物
質
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
種
類

１

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
並
び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

２

土
壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

な
し

三

講
じ
ら
れ
た
実
施
措
置

土
壌
溶
出
量
基
準
に
適
合
し
な
い
特
定
有
害
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
土
壌
の
掘
削
除
去

（
水
・
大
気
環
境
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
五
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
十

七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
指
定
区
域
と
し
て
次
の
区
域
を
指
定
す
る
。
こ
の
指
定
に
係
る
関

係
図
面
は
、
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
県
民
環
境
部
環
境
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
す
る
区
域

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
長
井
字
竃
四
千
五
百
五
番
八
、
四
千
五
百
五
番
九
、
四
千
五
百
五
番
十

及
び
四
千
五
百
五
番
十
一

二

指
定
す
る
区
域
の
埋
立
地
の
区
分

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
）

第
十
二
条
の
三
十
一
第
一
号
に
規
定
す
る
埋
立
地

（
一
般
廃
棄
物
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
鶴
生
字
由
井
ケ
原
三
四
四
の
二
、
三
四
四
の
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
塙
泉

白
河
市
東
上
野
出
島
字
藪

変
更
前

Ａ

六
・
一
〜

八
〇
三
・
五

崎
線

六
七
番
五
地
先
か
ら

一
七
・
二

同

市
東
上
野
出
島
字
三

筋
一
四
七
番
地
先
ま
で

変
更
後

Ａ

六
・
一
〜

八
〇
三
・
五

一
七
・
二

Ｂ

一
三
・
七
〜

七
五
二
・
四

三
三
・
一

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
令
和
二
年
五
月
二
十
九
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
布
沢

大
沼
郡
金
山
町
大
字
山
入

変
更
前

一
〇
・
〇
〜

一
、
九
二
〇
・
〇

横
田
線

国
有
林
六
二
三
林
班
に
小

六
三
・
〇

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────
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班
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
山
入

変
更
後

一
三
・
〇
〜

一
、
九
二
〇
・
〇

国
有
林
六
二
三
林
班
は
小

六
三
・
〇

班
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公 告 第 １ ０ ３ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 税 務 シ ス テ ム 維 持 管 理 業

務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定
役務の調達 手続の特例を定める政令（平成７年政令第 372号 。 以 下 「特 例 政令 」 とい う 。）
第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ
り 公 告 す る 。

令 和 ２ 年 ５ 月 29日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 落 札 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量
福 島 県 税 務 シ ス テ ム 維 持 管 理 業 務 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 総 務 部 財 務 総 室 税 務 シ ス テ ム 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
令 和 ２ 年 ３ 月 30日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
株 式 会 社 福 島 県 中 央 計 算 セ ン タ ー 福 島 県 福 島 市 新 町 ７ 番 22号

５ 落 札 金 額
4 6 , 5 3 0 , 0 0 0円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
令 和 ２ 年 ２ 月 14日

（ 税 務 シ ス テ ム 課 ）

公 告 第 １ ０ ４ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 令 和 ２ 年 度 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト

ワ ー ク シ ス テ ム に お け る 県 ネ ッ ト ワ ー ク の 監 視 及 び 保 守 に 関 す る 業 務 の 委 託 に つ い て 、
次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調
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達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 12条
及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告
す る 。

令 和 ２ 年 ５ 月 29日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量
令 和 ２ 年 度 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム に お け る 県 ネ ッ ト ワ ー ク の 監 視 及 び

保 守 に 関 す る 業 務 一 式
２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地

福 島 県 総 務 部 市 町 村 総 室 市 町 村 行 政 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号
３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日
４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所

地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 東 京 都 千 代 田 区 一 番 町 25番 地
５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額

5 6 , 1 7 4 , 5 1 4円
６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続

随 意 契 約
７ 随 意 契 約 と す る こ と と し た 理 由

特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 １ 号 該 当
（ 市 町 村 行 政 課 ）

公
告
第
百
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

西
田
町
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

石
井

昇

郡
山
市
西
田
町
鬼
生
田
字
石
畑
三
四
九
番
地

同

川
前

善
寛

同

市
西
田
町
鬼
生
田
字
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向
五
〇
六
番
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の
二

同

石
井

仁

同
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畑
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九
二
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同

丹
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田

実

同

市
西
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鬼
生
田
字
新
田
三
三
番
地

同

岩
﨑

邦
弘

同

市
西
田
町
鬼
生
田
字
菅
野
沢
二
五
三
番
地
の
一

監
事

渡
邉

正
一

同

市
西
田
町
鬼
生
田
字
中
原
一
〇
五
番
地

同

永
井

盛
敏

同

市
西
田
町
鬼
生
田
字
日
向
四
五
三
番
地
の
三

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

永
井

盛
敏

郡
山
市
西
田
町
鬼
生
田
字
日
向
四
五
三
番
地
の
三

同

渡
邉

正
一

同

市
西
田
町
鬼
生
田
字
中
原
一
〇
五
番
地

同

岩
﨑

邦
弘

同

市
西
田
町
鬼
生
田
字
菅
野
沢
二
五
三
番
地
の
一

同

渡
邉

正
一

同

市
西
田
町
鬼
生
田
字
日
向
三
〇
五
番
地

同

遠
藤

一

同

市
西
田
町
鬼
生
田
字
子
産
坂
二
〇
九
番
地

監
事

石
井

正
光

同

市
西
田
町
鬼
生
田
字
駒
屋
敷
五
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番
地
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一

同

石
井

寿
栄

同

市
西
田
町
鬼
生
田
字
石
畑
三
八
九
番
地

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
百
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

安
達
疏
水
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

根
本

兵
十

本
宮
市
和
田
字
西
明
内
三
一
番
地
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（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
議
会

公
告
第
一
号

福
島
県
議
会
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
三
年
福
島
県
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
令
和
元
年
度
に
お
け
る
公
文
書
の
開
示
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。令

和
二
年
五
月
二
十
九
日

福
島
県
議
会
議
長

太

田

光

秋

１
公
文
書
の
開
示
請
求
の
件
数

３
件

２
公
文
書
の
開
示
の
決
定
等
の
状
況

(1)決
定
等
の
状
況

（単
位

件

）

区
分

件
数

開
全

部
開

示

2

一
部

開
示

0

示
小

計

2

不
開

示

1

う
ち

公
文

書
の

不
存

在

1
請

求
の

取
下

げ
0

却
下

0

合
計

3

注

」

請
求

「

と
は

条
例
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
公
文
書
の
開
示
の
請
求
を
い
う

、
。

(2)不
開
示
理
由
の
内
訳

（単
位

件

）

条
例
第
８
条
に
規
定
す
る
不
開
示
情
報
の
区
分

一
部
開
示

不
開
示

合
計

第
１
号

（法
令
秘
情
報

）

0

0

0

第
２
号

（個
人
情
報

）

0

0

0

第
３
号

（事
業
情
報

）

0

0

0

第
４
号

（犯
罪
捜
査
等
情
報

）

0

0

0

第
５
号

（審
議

検
討
等
情
報

）

0

0

0

、

第
６
号

（事
業
執
行
過
程
情
報

）

0

0

0

第
７
号

（議
会
の
会
派
又
は
議
員
の
活
動
に
関

0

0

0

す
る
情
報

）

合
計

0

0

0

注
事
案
に
よ
り
複
数
の
不
開
示
理
由
に
該
当
す
る
も
の
が
あ
る
た
め

合
計
数
は
一
部
開
示
及

、
び
不
開
示

（公
文
書
の
不
存
在
を
除
く

）の
決
定
件
数
の
合
計
と
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る

。
。

３
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
等
の
状
況

行
政
不
服
審
査
法

（平
成
26年
法
律
第
68号

）に
基
づ
く
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
等
の
状
況
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（単
位

件

）

審
査

請
求

裁
決

取
下
げ
審
理
中

前
年
度
か
ら
の
当
該
年
度
中
に

一
部

却
下
棄
却
認
容

小
計

繰
越
件
数
あ
っ
た
新
規
件
数

認
容

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
総

務

課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
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公 告 第 ３ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 教 育 セ ン タ ー ほ か 99施 設

の 電 気 供 給 業 務 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又
は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と
い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の
規 定 に よ り 公 告 す る 。

令 和 ２ 年 ５ 月 29日
福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 鈴 木 淳 一

１ 落 札 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量
福 島 県 教 育 セ ン タ ー ほ か 99施 設 の 電 気 供 給 業 務 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 教 育 庁 財 務 課 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16号

３ 落 札 者 を 決 定 し た 日
令 和 ２ 年 ３ 月 17日

４ 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所
東 北 電 力 株 式 会 社 宮 城 県 仙 台 市 青 葉 区 本 町 一 丁 目 ７ 番 １ 号

５ 落 札 金 額
47 8 , 6 2 9 , 0 4 4円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
一 般 競 争 入 札

７ 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日
令 和 ２ 年 ２ 月 ４ 日

（ 財 務 課 ）
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